
議
会
を
傍
聴

し
ま
せ
ん
か

本
会
議
は
誰
で
も
傍
聴
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

本
会
議
当
日
、
総
合
庁
舎
二
十

一
階
の
傍
聴
受
付
（
本
会
議
開

催
日
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら

受
付
）ま
で
お
越
し
い
た
だ
き
、

傍
聴
人
名
簿
に
住
所
・
氏
名
を

記
入
し
、
傍
聴
席
に
入
場
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、傍
聴
で
き
る
定
員
は
、

固
定
席
八
十
六
席
・
車
い
す
席

六
席
と
な
っ
て
い
ま
す
。

定
員
を
超
え
た
場
合
に
は
抽

選
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
耳
の
不
自
由
な
方
に

は
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
の
専
用
補
聴

器
を
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、

議
会
事
務
局
ま
で
お
気
軽
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
本
会
議
の
模
様
は
、

総
合
庁
舎
一
階
市
民
ロ
ビ
ー
の

大
型
マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ
ン
で
も
、

映
像
を
放
送
し
て
お
り
ま
す
の

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
委
員
会
の
傍
聴
に
つ
い

て
も
、
本
会
議
に
準
じ
た
取
り

扱
い
を
し
て
い
ま
す
が
、
傍
聴

席
は
七
席
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
議
会
事
務
局
（
〇

六
―
四
三
〇
九
―
三
二
九
四
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

地方自治法（抜粋）

〔長の専決処分〕

第百七十九条 普通地方公共団体の議会

が成立しないとき、第百十三条ただし

書の場合においてなお会議を開くこと

ができないとき、普通地方公共団体の

長において議会の議決すべき事件につ

いて特に緊急を要するため議会を招集

する時間的余裕がないことが明らかで

あると認めるとき、又は議会において

議決すべき事件を議決しないときは、

当該普通地方公共団体の長は、その議

決すべき事件を処分することができる。

ただし、第百六十二条の規定による副

知事又は副市町村長の選任の同意につ

いては、この限りでない。

�議会の決定すべき事件に関しては、前
項の例による。

�前二項の規定による処置については、
普通地方公共団体の長は、次の会議に

おいてこれを議会に報告し、その承認

を求めなければならない。

�前項の場合において、条例の制定若し
くは改廃又は予算に関する処置につい

て承認を求める議案が否決されたとき

は、普通地方公共団体の長は、速やか

に、当該処置に関して必要と認める措

置を講ずるとともに、その旨を議会に

報告しなければならない。

議
会
情
報
公
開
制
度
の

実
施
状
況

議
会
の
情
報
公
開
条
例
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
四
年
度
に
行

わ
れ
た
開
示
請
求
等
に
関
す
る

実
施
状
況
は
次
の
と
お
り
で

す
。

会
派
の
結
成

平
成
二
十
五
年
四
月
五
日
付

で
、
田
口
義
明
議
員
よ
り
新
会

派
「
豊
じ
ょ
う
の
会
」
の
結
成

届
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

議案の各派態度表（３月８日議決分） （○賛成 ×反対）

み

ら

い

の

会

○

桔

梗

の

会

○

東
大
阪
発
祥
の
会

○

緑

風

会

○

さ

わ

や

か

な

風

○

自

民

党

清

新

会

○

真

正

議

員

団

○

民
主
東
大
阪
議
員
団

○

自

民

党

ク

ラ

ブ

○

自

由

民

主

党

○

日

本

共

産

党

○

公

明

党

○

会 派 名

議 案 名

平成２４年度東大阪市一般会計補正予算（第９回）

平成２４年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）

平成２４年度東大阪市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第２回）

平成２４年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第３回）

平成２４年度東大阪市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）

平成２４年度東大阪市水道事業会計補正予算（第１回）

平成２４年度東大阪市下水道事業会計補正予算（第２回）

平成２４年度東大阪市病院事業会計補正予算（第２回）

平成２５年度 各会計当初予算額 （単位：千円）

予 算 額

比 較

２，３５７，９２２

１，９９３，７５４

７００

１４，３００

△８３，９２８

△２８１

△２８１

△８１，２１４

３，４９９，８１１

３８，５１２

５５１，６２６

５，９３２，９９９

△１３０，９３０

２３３，１８５

△１５４，２８１

５３，５６６

８８，３０９

△３，０９２，０６２

△３，００２，２１３

５，２８８，７０８

平成２４年度

１９４，９７６，６５８

６３，７３３，６７９

４３，２９６

３３，３０６

２，５７３，７８０

４３，０４５

５５，５４５

５６６，２６８

３４，３０１，１４７

１３１，９４０

８，７２９，５７８

１１０，２１１，５８４

１４，７８４，４０３

１，９７４，６２８

１０，７９９，１４９

２，８７１，４２６

１５，４４９，７６１

１５，９６９，７３５

６１，８４９，１０２

３６７，０３７，３４４

平成２５年度

１９７，３３４，５８０

６５，７２７，４３３

４３，９９６

４７，６０６

２，４８９，８５２

４２，７６４

５５，２６４

４８５，０５４

３７，８００，９５８

１７０，４５２

９，２８１，２０４

１１６，１４４，５８３

１４，６５３，４７３

２，２０７，８１３

１０，６４４，８６８

２，９２４，９９２

１５，５３８，０７０

１２，８７７，６７３

５８，８４６，８８９

３７２，３２６，０５２

会 計 別

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

奨 学 事 業 特 別 会 計

財 産 区 管 理 特 別 会 計

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計

交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計

火 災 共 済 事 業 特 別 会 計

介 護 老 人 保 健 施 設 特 別 会 計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

小 計

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

小 計

総 計

病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

特

別

会

計

企

業

会

計

今定例会で提案された平成２４年度 各会計補正予算額 （単位：千円）

備 考

３月８日可決

３月３１日専決

３月３１日専決

３月８日可決

３月８日可決

３月８日可決

３月８日可決

３月８日可決

３月８日可決

３月８日可決

計

１９６，５５８，７１３

２０２，２４７，４１３

２０２，２５１，９１３

６５，８３２，６７４

２，５５７，４８０

３４，４５２，２３７

８，７８３，６８３

１４，２９９，３８３

１，９７４，６２８

１０，４６１，１１０

２，６４３，６１７

１５，３８１，５２８

１５，００５，７５６

補正額

２８７，３８４

５，６８８，７００

４，５００

△１８，４０９

△１６，３００

１５，０７７

５４，１０５

△４９１，５６８

―

△３３８，０３９

△２２７，８０９

△１４９，９２５

△９６３，９７９

補正前の額

１９６，２７１，３２９

１９６，５５８，７１３

２０２，２４７，４１３

６５，８５１，０８３

２，５７３，７８０

３４，４３７，１６０

８，７２９，５７８

１４，７９０，９５１

１，９７４，６２８

１０，７９９，１４９

２，８７１，４２６

１５，５３１，４５３

１５，９６９，７３５

会 計 別

一般会計補正予算 （ 第 ９ 回 ）

一般会計補正予算 （ 第１０回 ）

一般会計補正予算 （ 第１１回 ）

国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）

公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第２回）

介護保険事業特別会計補正予算（第３回）

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）

収益的支出

資本的支出

収益的支出

資本的支出

収益的支出

資本的支出

病院事業会計補正予算（第２回）

水道事業会計補正予算（第１回）

下水道事業会計補正予算（第２回）

特
別
会
計

企

業

会

計

開示請求等実施状況（平成２４年度）

内訳

不開示

０

０

０

開示

１

１

２

件数

１

１

２

開示請求

開示申出

合計

（８）第１７８号東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成２５年５月１５日


